
〇対象者

　弘前市在住で、農業経営（青色申告）

をしている方。

〇必要書類【加入をお考えの方は、次の

書類をお持ちください】

　①確定申告書Ｂ第一表

　②青色申告決算書（損益計算書）

　③青色申告書（収入金額の内訳）

　④雑収入の内訳

　⑤事業消費がある場合は内訳

　⑥品目毎の作付面積と収穫量の内訳

　上記書類の平成２８年から令和元年まで

　で申告した分

■問い合わせ先　

　青森県農業共済組合ひろさき支所

　収入保険課　☎２８－５７００

〇開催日時・会場

地　　　　区 開　催　日　時 会　 　 場

旧弘前･和徳･清水･豊田
堀越・千年・石川地区

７月１３日（月）１３：３０～１７：００
青森県農業共済組合
ひろさき支所

東目屋地区 ７月２０日（月）１７：００～１８：００ 東目屋ふれあいセンター

相馬地区 ７月２１日（火）１７：００～１９：００ 中央公民館相馬館

藤代・船沢・高杉地区 ７月２２日（水）１４：００～１７：００ 北辰学区高杉ふれあいセンター

新和地区 ７月２２日（水）１４：００～１７：００ 新和地区体育文化交流センター

裾野地区 ７月２２日（水）１４：００～１７：００ 農村環境改善センター

岩木・大浦・駒越地区 ７月２２日（水）１７：００～１９：００ 中央公民館岩木館

連携地区研修会開催農地利用状況
調査に向けて

　青森県農業共済組合では、令和３年産の収入を補償対象とした農業経営収入

保険の説明会及び相談会を下記日程で開催しますので、ぜひご参加ください。

説明だけ聞きたい方も、どうぞお気軽にお越しください。
（必要書類なし）

７月～８月は農地の調査実施期間として、農業委員及び担当地区

の農地利用最適化推進委員が、農地の利用状況を調査しています。

　■問い合わせ先　農業委員会農地係（市役所前川本館３階）☎４０－７１０４ または農業委員、農地利用最適化推進委員まで

　農地パトロールは、農地法に基づき、毎年市内すべての農

地の利用状況を調査するものです。

　特に今年度は、船沢地区を重点地区として位置づけ、より

詳しく調査を行います。

　利用状況把握のため、農業委員、農地利用最適化推進委員

及び事務局職員が農地内に立ち入ることもありますが、農地

の利用促進につなげるための大切な調査ですので、ご理解と

ご協力をお願いします。

　市農業委員会（成田繁則会長）は、６月に市内１１か所で連携地区研修会

を開催しました。

　連携地区研修会は、農業委員及び

農地利用最適化推進委員の地区にお

ける連携などを目的に定期的に開催

しています。今回は、「農地利用状況

調査」を前に、農地集積推進委員会で決定した調査書と調査用地図の内容や判断する

際の注意点などについて説明を行い、利用状況調査の意義や農地の適正な利用につい

て確認しました。

　調査の結果、農地の不適正な利用や遊休農地などが明らか

になった場合は、農業委員会が行う意向調査などの対象とな

ります。

　農地は食料の生産基盤である大切な資産であり、限られた

資源です。一度耕作を放棄すると、数年で原形を失うほどに

荒れてしまいます。また、病害虫の発生など、近隣の農地や

住民に大変迷惑がかかります。農地を所有する方は、適正な

管理をお願いします。

　なお、労働力不足で耕作ができないなどの理由で、農地を

貸したい・売りたい方は、お早目にご相談ください。

農地のパトロール実施中！
農地は適正に利用しましょうご協力を！

①許可を得ずに農地以外に転用されている農地はないか

②耕作が放棄されている農地はないか

③周辺の営農に支障を与えている農地はないか

④以前に意向調査を行った耕作放棄地の状況

◆調査のポイント

「収入保険説明会及び加入相談会」開催のお知らせ



　新型コロナウイルスの感染拡大により、農林漁業・食品産業に影響が広がっています。

　このことに関連して、大きな影響を受ける事業者に対して、「持続化給付金制度」が創設されたところですが、このたび農

林水産省ホームページにおいて、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への支援策」が公

開されましたので、ご活用ください。

※　持続化給付金は、個人・法人を問わず、農林漁業者も広く対象となる制度です（大企業は除く）。

※　持続化給付金のほか諸制度についても掲載されています。

■問い合わせ先　農政課担い手育成係（市役所前川本館３階）☎４０－０７６７

【高収益作物次期作支援交付金（農林水産省）】

◆事業内容　外食需要の減少により市場価格が低落する等の影響を受けた野菜・花き・果樹・茶などの高収益作物（以下、高

　　　　　　収益作物）について、次期作に前向きに取り組む生産者を支援し、国内外の新たな需要促進につなげます。

◆対象者　令和２年２月から４月に高収益作物を出荷または廃棄した生産者

◆交付単価　取組内容によって　５万円／１０㌃　または　２万円／１０㌃

今後説明会等を開催予定です。また、内容は変更される可能性があるため、市ホームページ等で随時お知らせします。

■問い合わせ先　農政課農産係（市役所前川本館３階）☎４０－０５０４

農 業 ひ ろ さ き（２） ２０２０年（令和２年）７月１日第１７３号

【新型コロナウイルス感染症に関する農林漁業者等への支援策について】

【令和２年２月から４月にりんご、野菜・花きを出荷した生産者向け】

りんご黒星病対策事業
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●【りんご黒星病発生防止対策事業】

　園主の同意を得た放任園内の放任樹の伐採、伐根

及び撤去を行う地域の団体に対して補助します。

◆対象者　組織及び運営に関する規約などがある市

　　　　　内に住所を有する者で構成された地域

　　　　　の団体

◆補助金額

・放任園状況調査・伐採などに係る交渉経費（定額）

１５，０００円

・放任樹処理対策経費　実支出額または①、②の

　いずれか低い額

①伐採１８本以上/１０㌃あたり� ４４，６８３円

②伐採１８本未満/１０㌃あたり１本につき� ２，４８２円

■問い合わせ先　りんご課生産振興係

　　　　　　　　（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　☎４０－７１０５

●【りんご黒星病耕種的防除対策事業】

　落葉処理や黒星病に感染した摘果・摘葉の処理に要する事業費に

対して補助します。

◆対象者　農家、農家で構成された２戸以上の団体、農地所有適格法人

◆事業内容

①耕種的防除支援事業

　・対象経費　人件費、業者または他者への作業委託費（食糧費を

　　　　　　　除く）、機材リース費

　・補助率　１/２（面積に応じて上限あり）

②モデル実証・啓発事業

　　２戸以上の農業者が同一エリアにある園地を、障がい福祉事業所

　等に作業委託するとともに、当市が行う耕種的防除啓発活動に協力

　すること。

　・対象経費　人件費、業者または他者への作業委託費（食糧費を

　　　　　　　除く）、機材リース費

　・補助率　９/１０（上限１０万円）

◎作業委託可能な障がい福祉事業所

事 業 所 名 所 在 地 電話番号

エイブル 若葉２丁目 ３７－９０６０

Ｎ－ＳＴＡＧＥ 城東４丁目 ２６－７１００

就労サポートひろさき 熊嶋字亀田 ８２－５７７０

チョコ・ドーナツ弘前 清水３丁目 ５５－８７６９

つながり芸術館 バナナの樹 城東３丁目 ０９０－９５３１－１１３１

ゆいまある 藤代字平田 ３９－１９５５

りんごの里 高杉字尾上山 ９９－１８７１

ワークランド茜 自由ケ丘４丁目 ３２－２１２８

※上記事業所等は、市ホームページに「耕種的防除サポーター」と

　して掲載しています。作業希望日や、経費などご相談ください。

被害葉・被害果の処理は園地内で処理することが原

則です。

　様々な事情により園地内処理が困難な場合は、有

料で焼却処理施設（弘前地区環境整備センターまた

は南部清掃工場）へ直接搬入し、処分することが可

能です。

　搬入する場合は、持込日などの受付を行いますの

で、事前にりんご課までご連絡ください。（受付状

況によっては、持込日を調整させていただく場合が

あります。）

被害果を町会のごみ置き場に出すことや、河川・道路

に投棄することは違法です！絶対にやめましょう！

新型コロナ　農林漁業者 検索



◆期間　８月初旬から１１月中旬頃まで

◆場所　りんご公園（清水富田字寺沢）

◆体験料金　有料

　※りんごの生育状況により、もぎ取りができない

　　場合など、数量を制限することがありますので

　　ご了承ください。

■問い合わせ先　りんご公園　☎３６－７４３９
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地域農業の将来設計図
「人・農地プラン」について
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りんごもぎ取り体験しませんか！
今年もりんご公園で「りんごもぎ取り体験」ができます。

食べごろに育ったりんごを、皆さんの手でもぎ取りできます。

皆さんお誘いあわせのうえ、ご来園ください。

多面的機能支払
交付金について

農業の多面的機能（農業が持ついろいろな働き）の維持・

発揮のための地域活動に対して支援します。

◎新規の取り組みを希望する場合は、農村整備課へお問い

合わせください。

１．多面的機能支払交付金の構成

　多面的機能支払交付金は、農地維持支払交付金と資源向上

支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の

長寿命化のための活動）から構成されます。

①農地維持支払交付金

　　…　農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農村の構造変化

　　　　に対応した体制の拡充など

②資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）

　　…　農業用施設の軽微な補修、植栽による景観作成など

③資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）

　　…　農業用施設の軽微でない補修や更新など

２．多面的機能支払交付金の交付単価
（単位：円／１０アール）

① 農 地 維 持
② 資 源 向 上
　（共　同）

③ 資 源 向 上
　（長寿命化）

田 ３，０００ ２，４００ ４，４００

畑 ２，０００ １，４４０ ２，０００

草地 ２５０ ２４０ ４００

　「人・農地プラン」は、地域の話し合いに基づき、担い手

への農地の継承や将来の農地利用のあり方などの地域農業

の方向性を定める計画です。集落ごとに、貸付け意向のある

農地を落とし込んだ図面などを使って、農地の集約化等につ

いて話し合い（集落座談会）を行い、定期的に計画を見直し

ております。

　昨年度までは、市内１０地区で夏と冬の年２回集落座談会

を開催していましたが、今年度は、１２月から翌年１月にか

けて開催する予定です。時期が近付きましたら改めて日程や

会場をご案内いたしますので、積極的なご参加をお願いいた

します。

　また、昨年度より運用が見直され、「人・農地プラン」に

地域の中心経営体と位置付けることができるのは「認定農業

者」、「認定新規就農者」、「基本構想水準到達者」、「集落営農

組織」に限定されることとなりました。現在、中心経営体に

位置付けられている方の中で、上記のいずれにも該当してい

ない方には、順次認定

農業者等の認定申請に

ついてのご案内をお送

りしておりますので、

ご確認いただきますよ

う併せてお願いいたし

ます。

３．支援の対象となる組織

　多面的機能支払交付金を活用した取り組みを行うため

には、農業者のみで構成される活動組織、または農業者及

び非農業者で構成される活動組織を設立する必要があり

ます。なお、資源向上②の交付を受ける場合は、非農業者

の参加が必須となります。

　《弘前市では、令和２年３月３１日現在、３４の活動組

　　織が取り組んでいます。》

４．多面的機能支払交付金に取り組むための手順

　（１）活動組織の設立

　　・活動に取り組みやすいまとまりを設定します。

　　・規約と活動計画書などを作成し、設立総会に諮り活動

　　　組織を設立します。

　（２）事業計画の認定

　　・設立総会で承認された規約と活動計画書などを市へ提

　　　出し、市から事業計画の認定を受けます。

　（３）交付金の申請

　　・市へ交付申請書を提出します。

　（４）活動の実施と記録

　　・活動計画書に定めた活動を実施し、

　　　作業の内容などについて記録します。

　（５）活動の実績報告

　　・４月１日から３月３１日までの１年間の活動記録を取

　　　りまとめ、報告書を市へ提出します。

５．その他

　活動組織内の農地の転用をすると、事業計画の認定を受け

た年度にさかのぼって、交付金を返還することとなります。

☆　農林水産省のホームページ《多面的機能支払交付金》

　　でも確認できます。

　■問い合わせ先　農政課農地支援係（市役所前川本館３階）　☎４０－０６５６

　■問い合わせ先　農村整備課総務係（市役所前川本館３階）　☎４０－７１０３

②と③を同時に取り組む場合は②の単価が７５％になり、

また多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、

②の単価が５／６になります。



　農業に伴って排出されるごみは、事業活動によって生じ

るごみ（事業系ごみ）のため、農業者が自らの責任で処理

しなければなりません。

　市は収集を行っていませんので、町会などが管理する家

庭ごみの集積所には出さないようご注意ください。

　なお、事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に

区分され、それぞれ適正に処理しなければいけません。

　農業に伴って排出される主なごみのうち、以下のものは

産業廃棄物となります。

　処分方法などの詳細は、お問い合わせください。

■問い合わせ先　環境課資源循環係（市役所前川新館２階）

　　　　　　　　☎３５－１１３０

　市農業委員会では、優良農地の確保や耕作放棄地の解消、担い

手の育成に向けた令和２年度活動計画を策定するとともに、実績

をもとに令和元年度活動計画に対する点検と評価を行いました。

　活動計画などは、農業委員会事務局（市役所前川本館３階）、

岩木分室（岩木庁舎）及び相馬分室（相馬庁舎）に設置している

ほか、市ホームページでも公表しています。

【市ホームページ】

農業・商工業・観光 ＞ 農業情報 ＞ 農業委員会について ＞

 農業委員会活動計画、または右記ＱＲコードから

■問い合わせ先　農業委員会事務局

　　　　　　　　（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　☎４０－７１０４

■問い合わせ先　農政課農地支援係（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　☎４０－０６５６

・農業用ビニール（農ポリ、マルチ、反射シート、

　ブルーシートなど）

・農薬の空容器や空袋・肥料の空袋

※いずれも産業廃棄物として処分してください。

農地流動化情報は、市のホームページからも情報提供！

農地中間管理事業の活用を！

農 業 ひ ろ さ き（４） 第１７３号 ２０２０年（令和２年）７月１日

　青森県農地中間管理機構（公益社団法人あおもり農林業支援

センター）では、規模を縮小する方・リタイアする方から農地

を借り入れ、担い手農家に貸し付けを行っています。

　農地の出し手は、所有農地を全て貸し付けした場合、一定期

間固定資産税が半減する、機構が一括して賃料を支払うことに

より個別のやり取りが不要となるなどのメリットがあります。

　また、一定の要件を満たし貸付を行った場合、１０㌃当たり

１．５万円（上限５０万円）の機構集積協力金が交付されます。

　農地の受け手は、効率的に規模を拡大できる、契約や賃料の

支払いの相手方が機構のみで済むなどのメリットがあります。

　農地中間管理事業の利用をご希望の方は、下記問い合わせ先

までご相談ください。

農業に伴って排出されるごみは、
市で収集しません！

　農業委員会では、農地の有効利用と遊休農地解消対策と

して、「農地を貸したい、売りたい」または「借りたい、買

いたい」などの情報を提供しています。

　　農業・商工業・観光　＞　農業情報　＞

　　　　農地に関すること　＞　農地流動化情報

農業委員会活動計画を策定しました


